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防 音 対 策 課

令和４年度における住宅防音事業に係る業務委託について＜お知らせ＞

１ 業務委託の目的等

防衛省においては、自衛隊等の航空機および砲撃音の騒音による障害が著しいと認めて防

衛大臣が指定する防衛施設周辺の区域に当該区域指定の際現に所在する住宅等（人の居住の

用に供する建物等）に対し、騒音障害を防止し、又は軽減するため、住宅等の所有者の方な

どが行う防音工事に対して必要な経費を住民の方に助成する補助事業を行っています。

住宅防音事業の適正かつ円滑な実施を図るために、地方防衛局長及び東海防衛支局長が実

施する防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１号）第４条

等に基づく住宅防音工事の助成に係る設計図書審査業務及び完了確認業務の一部を委託する

ため「住宅防音事業に係る設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務」として一般競争入

札に附し業者の決定を経て発注（委託）しています。

令和４年度は当局において本業務の発注（委託）を予定しておりません。

（参考）

「住宅防音事業に係る設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務実施要項」（令和

４年４月）については、防衛省のホームページに掲載しています。

https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/sesaku/pdf/jisshiyoko_02.pdf

また、本実施要項第７に基づき以下の内容を別添のとおり公表します。

・住宅防音事業設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務積算指針（別添）

ご不明な点、ご質問等ありましたら、北海道防衛局企画部防音対策課住宅防音係までご連

絡ください。
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北海道防衛局ホームページ

https://www.mod.go.jp/rdb/hokkaido/index.html
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